
【利用者様へ大切なお知らせ】 

～大集会室の貸出停止期間の変更～ 

 建築課から以下のように屋根改修工事の期

日変更の連絡が4/24にありました。したが

って，7 月の貸出は可能になりました。皆様

にはご不便をおかけしますが，何卒ご理解・

ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

１ 貸出停止期間（変更前） 

 令和6年7月１日（火） 

～令和6年１２月２８日（日） 

２ 貸出開始日時（変更前） 

 令和7年1月 4日（土）～ 

 

 

３ 貸出停止期間（変更後） 

 令和6年８月１日（木） 

～令和７年２月２８日（金） 

４ 貸出開始日時（変更後） 

 令和7年３月１日（土）～ 
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